
令和7年12月まで
・現⾦
・納入通知書

令和8年1月から
・現⾦
・納入通知書
・（追加）キャッシュレス決済

お支払い方法について
依頼試験・依頼加⼯⼿数料の
お支払い方法について

支払方法

・領収書は発⾏できません。
領収書が必要な場合は、現⾦⼜は納入通知書でのお⽀払いをお願いします。

・クレジットカードでの⽀払い回数は１回のみです。
・当センターでは、電子マネー、コード⽀払のチャージはできません。
・ワイン技術部の窓口では、キャッシュレス決済はできません。
今までどおり現⾦⼜は納入通知書でのお⽀払いをお願いします。

キャッシュレス決済の注意点

当センターにおいて、企業様からのご依頼により、製品や原材料などの測定・分析を⾏う際
にお⽀払いいただく⼿数料について、令和８年１月からキャッシュレス決済を導入します。
試験機器・設備の使⽤料は、 キャッシュレス決済を利⽤できませんので、
ご注意ください。

お問い合わせ先 管理連携推進センター 総務課（甲府） TEL 055-243-6111
（富士） TEL 0555-22-2100

キャッシュレス対応ブランド

クレジットカード

・VISA
・Mastercard
・JCB
・American
Express

・Diners Club

電子マネー

・交通系IC
・QUICPay＋
・楽天Edy
・WAON
・nanaco

コード決済

・Smart Code
・PayPay
・d払い
・楽天ペイ
・Alipay
・Wechat pay


